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か
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排
除
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
佐
賀
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
三
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十

八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
県
が
行
う
契
約
か
ら
の
排
除

（
以
下
「
県
契
約
か
ら
の
排
除
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
県
契
約
か
ら
の
排
除
の
期
間
等
） 

第
二
条 

県
は
、
条
例
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
四
月
以
上
十
二
月
以
内
の
期
間
を
定
め

て
、
次
に
掲
げ
る
契
約
か
ら
排
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

工
事
の
請
負
契
約 

二 

製
造
の
請
負
契
約 

三 

物
件
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
の
契
約 

四 

役
務
の
提
供
又
は
業
務
の
委
託
に
係
る
契
約 

五 

不
用
品
の
売
払
い
契
約 

六 

公
有
財
産
の
売
払
い
又
は
貸
付
け
の
契
約 

七 

金
銭
の
貸
付
契
約 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
が
当
事
者
と
な
っ
て
行
う
契
約 

２ 

知
事
は
、
県
契
約
か
ら
の
排
除
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
書
面
に
よ

り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
県
契
約
か
ら
の
排
除
に
際
し
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
本
部
長
の
意
見
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を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 
警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
の
ほ
か
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
に
対
し
、
県
契
約
か
ら
の
排
除
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
補
則
） 

第
三
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
佐
賀
県
暴
力
団
事
務
所
等
の
開
設
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
） 

２ 

佐
賀
県
暴
力
団
事
務
所
等
の
開
設
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年

佐
賀
県
規
則
第
五
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 


